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新津商工会議所 No.308-1 2012年 2月 22日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

URL:http://www.niitsu.or.jp・Email:n-cci@fsinet.or.jp

【講演会のご案内】

■日 時：３月２３日（金）１６：００～１７：００

■場 所：一楽 ホール TEL:22-3155

（秋葉区新津本町２-７-１０）

■テーマ：「新潟県経済の展望」

■講 師：日本銀行新潟支店 支店長 内田 眞一 氏

■定 員：100名（定員になり次第締め切り）

■聴講料：無 料

※当日は、１５：００～１５：５０まで臨時議員総会が開催

されますので講演会は議員総会終了後の開催となります。

■申込み：新津商工会議所事務局（TEL:22-0121）

決算申告・消費税申告相談会
（事前に時間の予約をしてください。）

《 決 算 》○日 程 ： ３月 ５日(月)・ ６日(火)・７日(水)・８日(木)
《 消費税 》○日 程 ： ３月２１日(水)・２２日(木)

○時 間 ： ９：００～１２：００／１３：００～１６：００
○会 場 ： 新津商工会議所 ３Ｆ

※決算・消費税相談会は待ち時間短縮のため時間予約をお願い致します。
ご協力お願い致します。
※わかるところは記入してきてください。
※決算・消費税申告相談につきましては、若干の手数料をいただきます。
ご了承ください。
《 主 催 》新津商工会議所・新津中小企業相談所・新津青色申告会

にいつ食の陣２０１２
参加店募集締切間近！（２月末まで）

にいつ食の陣２０１２の参加店募集の締切が２月２９日(水)までとなっており
ます。参加を検討されている事業所は締切までお早めにお申込下さい。
○問い合わせ先：にいつ食の陣実行委員会(新津商工会議所内)

TEL:0250-22-0121・FAX:0250-25-2332
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～日本公庫 国民生活事業から「金利」に関するお知らせ～

平成２４年度から
金利体系が変更になります !!

■「担保・保証」の条件により異なる金利が適用されます。
《主なポイント》
・担保をご提供頂いた場合は、担保等の状況に応じて異なる金利が
適用されます。

※「第三者保証人等を不要とする融資」および「新創業融資制度」
を適用する融資については、今回の変更の対象ではありません。

(注１)普通貸付（一般貸付）、特別貸付及び生活衛生資金貸付の直
接扱を対象とし、代理貸付および次の制度は対象外とする予
定です。

挑戦支援融資制度、経営改善貸付、生活衛生改善貸付、災害貸付、

教育資金貸付、恩給担保貸付、厚生年金等担保貸付、記名国債担

保貸付、東日本大震災復興特別貸付（震災セーフティネット関連

を除く。）

(注２)これまでと同様に、お使いみち、返済期間、ご利用いただく
融資制度等によっても金利が異なります。

(注３)平成２４年４月利率改定分からの導入を予定しています。

詳しくは、日本政策金融公庫 国民生活事業へ
ＴＥＬ：０２５（２２８）２１５１

労働保険・社会保険 なんでも個別相談会

日頃、疑問に思っている年金、健康保険、労災雇用保険、労働基準

法等の問題について専門家が無料で相談に応じます。この機会に是

非ご利用ください。

○日 時：４月１２日(木)～４月１３日(金)

９：００～１６：００

○会 場：新津商工会議所 ３階ホール

○相談員：専門相談員

○主な相談受付項目 ・労働保険年度更新申告手続き等

・雇用保険、労災保険に関すること

・年金、健康保険に関すること

・労働基準法に関すること

・雇入、解雇、退職、賃金等に関すること

・その他（労働、社会保険問題全般）
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新津商工会議所 No.308-2 2012年 2月 22日

TEL:22-0121
FAX:25-2332

URL:http://www.niitsu.or.jp・Email:n-cci@fsinet.or.jp

日本政策金融公庫国民生活事業の融資概要
運 転 8年以内

ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ貸付 4,800万円
設 備 15年以内

1.65％～

1学生あたり 教 育
教育一般資金貸付

300万円 資 金 15年以内 2.55％

運 転 ７年以内
経営改善貸付 1,500万円

設 備 10年以内
1.85％

日本政策金融公庫国民生活事業の申込は当所か公庫新潟支店へ(新潟市中央

区万代4-4-27 NBF新潟テレコムビル９Ｆ TEL:025-246-2011・FAX:025-246-2022）

資金繰り円滑化相談会
事業の円滑な資金調達にお困りの中小企業の皆様を支援するため、
下記により新津商工会議所を会場に定例相談会を開催いたしますの
でお知らせいたします。
●新潟県信用保証協会定例相談会(毎月第１火曜日１０：００～)

３月 ６日(火)・４月 ３日(火)
●日本政策金融公庫定例相談会(毎月第２火曜日１０：００～)

３月１３日(火)・４月１０日(火)
※相談会のご利用については、ご予約をお願いします。(TEL:22-0121)

新潟市中小企業向け融資（要件緩和）
市では、緊急経済対策として、中小企業向けの融資について、要

件を緩和するなどの金融支援を行っています。
◆期 間：平成２３年１２月１日～平成２４年３月３１日まで
※融資実行分

◆中小企業資金繰り円滑化借換融資

市制度融資の借り換えのための「中小企業資金繰り円滑化借換融

資」では、１企業１回限りの利用制限が撤廃されました。

◆経営支援特別融資
「経営支援特別融資」では、３００万円超から１，０００万円以
内の融資を受ける際に、企業が県信用保証協会に支払う信用保証
料が、現在の50％補助から75％補助に引き上げられました。
◎問い合わせ先：商業振興課（TEL:025-226-1629）
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協会けんぽの健康保険料率が変更されます

平成２４年度の健康保険料率（協会けんぽ新潟支部）は下記の通
り、引き上げられます。

平成24年2月分まで 平成24年3月分から

（3月納付分まで） （4月納付分から）

健康保険 ９．４３％ 健康保険 ９．９０％

介護保険 １．５１％ 介護保険 １．５５％

合 計 １０．９４％ 合 計 １１．４５％

※40歳以上65歳未満の方は介護保険料加算後の“合計”欄が適用。

それ以外の方は健康保険料のみが適用されます。

平成２４年度税制改正のポイント（速報）
○贈与税の拡充

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充・延長【３年間】

○直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非

課税措置の拡充・延長

○６５歳未満の親から贈与について相続時精算課税制度の適用対

象とする特例の延長

省エネ性または
贈 与 年

耐震性を満たす住宅
左記以外の住宅

平成２３年（現行） － １，０００万円

平成２４年 １，５００万円 １，０００万円

平成２５年 １，２００万円 ７００万円

平成２６年 １，０００万円 ５００万円

○納税環境整備

申告税額の減額請求期間を「５年」に延長

○納税者が申告した税額の減額を請求できる期間（更正の請求）

を現行の１年から５年に延長

納める税金が多すぎた
５年間

還付される税金が少なすぎた
・・・など

申告税額の減額を

求めることが可能


